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①

経営者の高齢化が進む中、事業承継や引継ぎ（M＆A）によって経営資源を次世代に

引き継ぐことは喫緊の課題です。

【相談日時】 令和５年８月４日（金）　１０：００～１６：３０　（４組限定）

【相談会場】 長浜市商工会　（長浜市役所湖北支所内）

【主催】 滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

長浜市エネルギー価格高騰対策支援金のお知らせ　　　　　　　　　　　事前告知！

長浜市商工会からのお知らせ 

　　　　　　　　　　お役に立てる情報の配信に心がけております。

　　　　　　　　　　ご要望などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

令和5年7月14日（第46号）

情報配信専用e-mail：news@nagahamasci.or.jp

TEL：0749-78-2121

FAX：0749-78-1300 

第９回事業承継支援個別相談会を開催します！　　　　　　　　　　　　（資料添付）

労働契約等解説セミナー２０２３開催について　　　　　　　　　　　　オンライン開催　　

中小企業向け制度融資のご案内（新型コロナウイルス関連）　　　　　（資料添付）

煌めき起業クラブ会員募集について

第９回事業承継支援個別相談会を開催します！

滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金のお知らせ　



相談ご希望の方は、別添申込書に必要事項をご記入いただき、長浜市商工会まで

電話（78-2121）もしくはFAX（78-1300）にてご返信ください。

先着順とさせていただきます。

詳細は添付資料をご覧ください。

②

長浜市では、エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている中小企業・個人事業主の

皆さまの負担軽減を図り、事業継続を後押しするため、支援金の支給を行います。

【対象者】

市内に事業所を有する中小企業・個人事業主（一部制限）で、対象期間内（令和４年７月～

令和５年６月）のいずれかひと月のエネルギー経費を月５万円以上要したもの

【支援金額】

５万円　

※ 高圧電力及び特別高圧電力の契約者は５万円を上乗せ支給

【対象経費】

電気、ガス、ガソリン等のエネルギー経費

【受付期間】

令和５年８月～１０月（予定）

※ 日程等の詳細は決まり次第お知らせします。

お問い合わせは、長浜ビジネスサポート協議会（0749-53-2770）までお願いします。

③

滋賀県内の事業所等で、「特別高圧電力」を使用し、電気料金高騰の影響を受けている

中小企業等の負担軽減を図るため、支援金を給付します。

滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金のお知らせ

長浜市エネルギー価格高騰対策支援金のお知らせ　　事前告知！

などなど、様々なお悩みをご相談ください。                                                                                              

早い目に相談してみましょう！

「相談無料」「秘密厳守」です。

個人事業主だが

後継者がいない。

何かよい方法

は？

事業を他の事業者

に譲渡したいが、

どのように進めて

いけばよいか？

事業を後継者に

つがせることに

なったが、どの

ような手続きを

すればよいか？



【支援対象事業者および申請受付期間】

・ 直接受電事業者

県内に特別高圧電力の供給を受けている事業所等を有する中小企業等

　令和５年７月１２日（水）　～　８月９日（水）

　令和５年９月１１日（月）　～　１０月１３日（金）

　令和５年１１月１３日（月）　～　１２月１５日（金）

・ 間接受電事業者

県内に特別高圧電力の供給を受けている施設内に事業所等を有する中小企業等

　令和５年７月１２日（水）　～　８月９日（水）

　令和５年１１月１３日（月）　～　１２月１５日（金）

※ 各受付期間につき申請は１回です。

【支援対象期間】

令和５年４月分から９月分

【支援給付金額】

電力使用量（kWh）×３．５円/kWh　（※９月分のみ１．８円/kWh）

支援金の詳細については専用ホームページや案内チラシにてご確認ください。

専用ホームページ：

案内チラシ：

④

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている

中小企業者の方にご利用いただける融資制度を用意しています。

【制度融資名】

セーフティネット資金（ポストコロナ新規枠・借換枠）

【制度概要】

・ 民間ゼロゼロ融資の借り換えに対応します。

※保証協会保証付の既往借入金であれば借り換え可能です。

・ 金融機関の継続的な伴走支援により経営改善の取り組みを後押しします。

・ 借入れ時の信用保証料を軽減します。

※セーフティネット保証を利用した場合、保証料が年０．２％になります。

【対象要件】

次の①から③のいずれかに該当し、経営行動計画書を作成した中小企業者

① セーフティネット保証４号の認定取得

② セーフティネット保証５号の認定取得

③ 売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が５％以上減少

※ 借換枠の場合は、上記の要件に加え、保証協会保証付融資を受けており、借り換えを行うことで

経営の改善が見込まれる方が対象です。

※ 詳しくは滋賀県ホームページでご確認ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/317921.html

第１期（４～５月分）：

第２期（６～７月分）：

第３期（８～９月分）：

第１期（４～５月分）：

第２期（６～９月分）：

https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/332366.html

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5409924.pdf

中小企業向け制度融資のご案内（新型コロナウイルス関連）
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⑤

事業主・人事労務担当者の皆さま、社内のルールは整備されていますか？

労働契約に関するルールをはじめ、パートや契約社員が長期的に活躍できる制度

「無期転換ルール」や、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について解説します。

※ 開催されるセミナー（全２４回）は全て同一内容です。

労働契約等解説セミナー２０２３開催について



⑥

これから起業をお考えの方や創業してみたがいろいろお悩みのある方、起業クラブに

入会して悩み事などを解決しませんか？

【対象】

・ 滋賀県内で創業を目指そうとする方（学生を含む）

・ 起業について或いは創業後の事業相談を希望する方

・ ビジネスについて情報交換・コラボ等を希望する方

・ 滋賀県内に居住もしくは勤務・就学している方

※ お申込み・お問合せは米原SOHOビジネスオフィス（☎0749-52-9200）までお願いします。

煌めき起業クラブのついての詳細は下記ホームページにてご確認ください。

煌めき起業クラブ：

⑦ 米原SOHOビジネスオフィス入居者募集のご案内

滋賀県では、JR米原駅前に設置している「米原SOHOビジネスオフィス」において、ＳＯＨＯ事業者

を対象に、活動拠点の提供と各種相談対応を通じて事業展開を支援されており、現在、入居者を

募集されています。

詳しくは下記ホームページにてご確認ください。

米原SOHOビジネスオフィス：

煌めき起業クラブ会員募集について

https://www.shigaplaza.or.jp/sonota-sogyo-211008/

https://www.shigaplaza.or.jp/soho-maibara/
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